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注業者からなる組織・団体であり、

令和 7年 5月中旬現在で、8工事 6

社が会員となっております。

　協議会活動は、工事の安全性を高

めることを主題とし、連絡調整・情

報共有による円滑な事業推進、地域

の皆様とのコミュニケーション活動

等を実施しております。

　具体的には、月毎の工事パトロー

ルおよび安全検討会・連絡協議会の

実施、地域の河川関連クリーンアッ

プ（季節ごと開催予定）等、地域の

皆様と連携した、ボランティア活動

への参加、さらに、一般の方々への

情報発信のため「協議会だより」と

1. はじめに

　雄物川は、湯沢市から秋田市まで5

市 2町 1村にまたがり幹線流路延長

は133km、流域は4，710k㎡に及び

ます、流域の基軸を形成し、地域の

歴史・文化や人々との関わりが深い

河川です。

　十文字出張所管内となる（湯沢～横

手地域）上流域では、地域の根幹とな

る雄物川を支えるため、流域治水、防

災、災害復旧、河川維持等多岐にわた

る工事を展開しております。

2. 協議会の活動

　十文字出張所管内安全連絡協議会

は、同出張所管内、河川関連工事受

して、毎月、工事状況や進捗率をま

とめた会報を発行（現場掲示及び湯

沢河川国道事務所ホームページ掲載）

しております。

　重要な社会インフラである雄物川

の安全を守り、地域に貢献できる事

業推進を念頭に、今後もこのような

活動を継続し、工事の安全推進を図

り、工事災害・公衆災害の防止に努

めるとともに発注者や地域の皆様と

の連携を大切にしつつ、公共事業へ

の理解と協力を得ることのできるよ

う、積極的に活動に取り組んでまい

りたいと考えております。

松田  一平

十文字出張所管内安全連絡協議会
について

十文字出張所管内安全連絡協議会  副会長
株式会社高修興業 
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協議会実施状況 4 月度 協議会だより
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株 式 会 社 吉 田 建 設
秋田県横手市雄物川町薄井下開 344

☎ 0182-23-1116

●雄物川上流横手地区河川維持工事―――――――――― ●雄物川上流湯沢地区河川維持工事――――――――――

株 式 会 社 佐 藤 建 設
秋田県雄勝郡羽後町大久保柏原 96-9

☎ 0183-62-0131

株 式 会 社 佐 藤 建 設
秋田県雄勝郡羽後町大久保柏原 96-9

☎ 0183-62-0131

●雄物川上流湯沢地区護岸補修工事―――――――――― ●雄物川上流皆瀬川増田地区護岸補修工事―――――――

伊 藤 建 設 工 業 株 式 会 社
秋田県横手市大町 5-19

☎ 0182-32-3960

は り ま 建 設 株 式 会 社
秋田県仙北郡美郷町土崎中野際 89-1

☎ 0187-85-2255

●雄物川上流下川原地区護岸補修工事――――――――― ●雄物川上流湯沢地区護岸補修外工事―――――――――

株 式 会 社 高 修 興 業
秋田県湯沢市小野字小町 100

☎ 0183-52-2191

伊 藤 建 設 工 業 株 式 会 社
秋田県横手市大町 5-19

☎ 0182-32-3960

●雄物川上流雄物川地区外災害復旧工事――――――――

十文字出張所管内安全連絡協議会

湯沢河川国道事務所の整備事業に貢献します

地域のクリーンアップ（河川堤防）への参加


